
◆賃借人の募集時の入居制限の有無

○募集時の入居制限については、「ホームレスは不可」が17.7％と最も多く、次いで「外国人は不可」「単身の高齢者
（60歳以上）は不可」「高齢者のみの世帯は不可」「刑務所出所者は不可」であった。

○住宅確保要配慮者への入居拒否（全国）※賃貸人アンケート（調査期間：令和２年10月８日～23日）

出典：令和２年度居住支援活動等の普及・促進に関する調査・検討業務報告書（国土交通省）
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0 10 20 30 40 50 60

単身の高齢者（６０歳以上は不可）

高齢者のみの世帯は不可

身体障がい者のいる世帯は不可

知的・精神障がい者のいる世帯は不可

外国人は不可

子育て世帯は不可

一人親世帯は不可

生計中心者が離職者の世帯は不可

生活保護受給者は不可

低額所得者は不可

フリーランスは不可

ホームレスは不可

LGBTの世帯は不可

DV被害者は不可

刑務所出所者は不可

その他

上記に該当するような入居制限はしていない

（％）

論点２：入居拒否について
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◆住宅確保要配慮者への入居拒否

○入居拒否をする理由として、単身の高齢者（60歳以上）、高齢者のみの世帯は「居室内で死亡事故等に対する不安」、
外国人は「習慣・言葉が異なることへの不安」、生活保護受給者、低額所得者は「家賃の支払いに対する不安」が多い。

○募集時の入居制限をする理由（全国） ※賃貸人アンケート（調査期間：令和２年10月８日～23日）
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・
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葉
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異
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こ
と
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不
安

他
の
入
居
者
・
近
隣

住
民
と
の
協
調
性
に

対
す
る
不
安

居
室
内
で

死
亡
事
故
等
に

対
す
る
不
安

生
活
サ
イ
ク
ル
が

異
な
る
こ
と
へ
の

不
安

そ
の
他

単身の高齢者
（60歳以上）

162
100.0

99
61.1

31
19.1

19
11.7

13
8.0

18
11.1

67
41.4

11
6.8

8
4.9

高齢者のみの世帯
160

100.0
70

43.8
54

33.8
22

13.8
13

8.1
20

12.5
70

43.8
13

8.1
5

3.1

身体障がい者のいる世帯
116

100.0
46

39.7
48

41.4
21

18.1
16

13.8
25

21.6
20

17.2
11

9.5
8

6.9

知的・精神障がい者の
いる世帯

108
100.0

35
32.4

43
39.8

16
14.8

16
14.8

44
40.7

19
17.6

4
3.7

8
7.4

外国人
199

100.0
94

47.2
84

42.4
66

33.2
97

48.7
51

25.6
13

6.5
30

15.1
７

3.5

子育て世帯
32

100.0
8

25.0
6

18.8
6

18.8
4

12.5
11

34.4
2

6.3
2

6.3
5

15.6

一人親世帯
41

100.0
13

31.7
11

26.8
11

26.8
9

22.0
6

14.6
4

9.8
6

14.6
4

9.8

生活保護受給者
117

100.0
85

72.6
21

17.9
20

17.1
6

5.1
22

18.8
15

12.8
18

15.4
12

10.3

低額所得者
101

100.0
78

77.2
15

14.9
7

6.9
9

8.9
20

19.8
11

10.9
9

8.9
7

6.9

LGBTの世帯
57

100.0
16

28.1
8

14.0
18

31.6
9

15.8
19

33.3
6

10.5
7

12.3
10

17.5

DV被害者
85

100.0
29

34.1
25

29.4
26

30.6
7

8.2
34

40.0
16

18.8
7

8.2
9

10.6

（回答数）

（％）

※選択肢の中から最大３つまで選択。 出典：令和２年度居住支援活動等の普及・促進に関する調査・検討業務報告書（国土交通省）
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◆類型別の募集時の入居制限理由

○住宅確保要配慮者の類型別に賃貸人の不安解消のために必要な取組を見ると単身の高齢者（60歳以上）、高齢者のみの
世帯に対しては「死亡時の残存家財処理」が多く、外国人に対しては「入居トラブルの相談対応」、生活保護受給者、
低額所得者に対しては「家賃債務保証の情報提供」が必要とされている。

○入居に対しての不安解消のために必要な取組（全国） ※賃貸人アンケート（調査期間：令和２年10月８日～23日）
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産
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亡
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存
家
財
処
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そ
の
他

単身の高齢者
（60歳以上）

156
100.0

68
43.6

38
24.4

22
14.1

42
26.9

23
14.7

19
12.2

50
32.1

9
5.8

高齢者のみの世帯
155

100.0
43

27.7
44

28.4
34

21.9
51

32.9
17

11.0
26

16.8
58

37.4
10

6.5

身体障がい者のいる世帯
108

100.0
25

23.1
28

25.9
34

31.5
33

30.6
27

25.0
10

9.3
16

14.8
9

8.3

知的・精神障がい者が
いる世帯

101
100.0

24
23.8

22
21.8

22
21,8

34
33.7

25
24.8

13
12.9

11
10.9

12
11.9

外国人世帯
189

100.0
43

22.8
62

32.8
47

24.9
29

15.3
86

45.5
24

12.7
19

10.1
22

11.6

子育て世帯
29

100.0
10

34.5
6

20.7
2

6.9
8

27.6
4

13.8
3

10.3
3

10.3
6

20.7

一人親世帯
40

100.0
7

17.5
8

20.0
7

17.5
6

15.0
9

22.5
5

12.5
5

12.5
3

7.5

生活保護受給者
110

100.0
26

23.6
37

33.6
21

19.1
20

18.2
35

31.8
29

26.4
16

14.5
14

12.7

低額所得者
93

100.0
18

19.4
39

41.9
7

7.5
12

12.9
24

25.8
27

29.0
13

14.0
8

8.6

LGBTの世帯
48

100.0
11

22.9
9

18.8
9

18.8
11

22.9
12

25.0
7

14.6
5

10.4
12

25.0

DV被害者
76

100.0
16

21.1
15

19.7
16

21.1
18

23.7
23

30.3
6

7.9
12

15.8
14

18.4

（回答数）

（％）

出典：令和２年度居住支援活動等の普及・促進に関する調査・検討業務報告書（国土交通省）※選択肢の中から最大３つまで選択。
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○障がいのある人に関して、障がいのある人が賃貸住宅などへ入居することが困難であることについて「あると思う」
「どちらかと言えばあると思う」の割合は68.2％であった。

○日本で居住している外国人に関して、賃貸住宅などの申込みや入居において不利な扱いを受けることについて「あると
思う」「どちらかと言えばあると思う」の割合は64.1％であった。

○人権問題に関する府民意識調査

出典：令和２年人権問題に関する府民意識調査報告書

【障がいのある人】 【日本で居住している外国人】
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○性的マイノリティに関して、賃貸住宅などへの入居を拒否されることについて 「あると思う」「どちらかと言えばあると思う」の
割合は47.3％であった。

出典：令和２年人権問題に関する府民意識調査報告書

【性的マイノリティ】
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○人権に関する主な法律

出典：大阪府人権白書 ゆまにてなにわ㉟
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○大阪府の人権に関する取組み
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<大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例>

22



<セーフティネット住宅の登録に関する取組み>

府域においては、「対象とする住宅確保要配慮者の

範囲を限定しない住宅」を登録。ただし、住宅セーフ

ティネット法に規定する住宅確保要配慮者専用

住宅とする場合は、この限りではない。

⇒法の規定により、登録を受けようとする者は、入居を拒まない

住宅確保要配慮者の範囲を定めることが可能とされている。

大阪府では、賃貸住宅における住宅確保要配慮者に

対する入居差別の解消に向けて取り組んでおり、住宅確保

要配慮者専用住宅とする場合を除き、「対象とする住宅

確保要配慮者の範囲を限定しない住宅」を登録の要件と

している。

<宅地建物取引業関連業界団体と連携した取組み>

○大阪府では、宅地建物取引の場における人権問題への取組みの基本として、「宅地建物取引業における人権

問題に関する指針」（１９９３(平成５)年３月策定、２０１７(平成２９)年４月改定）を策定し、

大阪府、業界団体および宅地建物取引業者の皆様の役割分担を明確にして、各々の「責務」という形で定め、

業界団体や宅地建物取引業者の方々とともに、人権意識の高揚と普及啓発に努めている。

出典：パンフレット「民間住宅を活用した新たなセーフティネット制度をご活用ください」（国土交通省）

方針（案）

引き続き、入居を拒まない住宅であるセーフティネット住宅の登録促進や、府や業界団体との研修会等での

人権意識の高揚と普及啓発、宅地建物取引業人権推進員制度の推進に取り組むとともに、住宅の確保に
配慮が必要な全ての方々の入居前支援、生活支援、退去後支援を行うため、居住支援体制を充実させる 23



論点３：居住支援体制の充実について

①大阪府内のセーフティネット住宅登録戸数
35,428戸（全国４位 全国390,471戸）

②大阪府内の居住支援法人指定数
64法人（全国１位 全国380法人）
うち、不動産関係 18法人 福祉関係 46法人

③大阪府内の相談協力店数・協力店数（不動産店） ※府独自制度
協 力 店：あんぜん・あんしん賃貸住宅（セーフティネット住宅等）の紹介や、民間賃貸

住宅探しに関する、高齢者、低額所得者、障がい者、外国人、子育て世帯な
どの住宅確保要配慮者の相談に応じるために登録を受けた不動産事業者
⇒672店

相談協力店：住宅確保要配慮者の住まいの確保等に係る相談等に積極的に取り組む
協力店のうち、大阪府知事が指定した不動産事業者
⇒協力店のうち22店

④大阪府内の居住支援協議会数
３協議会（府、豊中市、岸和田市）
・Osakaあんしん住まい推進協議会（府協議会） H27.3.25設立
入会している市町村数 39市町村（未入会：能勢町、豊能町、島本町、忠岡町）
・豊中市居住支援協議会 H30.11.2設立
・岸和田市居住支援協議会 R1.8.28設立

※データは令和３年３月31日時点＜現状＞大阪府内の居住支援体制等

24



出典：居住支援法人制度の概要（国土交通省） 25



○大阪府住宅まちづくり審議会第２回居住安定確保計画推進部会の方針（案）

論点 府の方針（案）

＜論点１＞

居住支援法人及び協力店等の

連携強化について

・セーフティネット住宅、居住支援法人、相談協力店・協力店の登録及び指定を

引き続き推進するとともに、居住支援法人、相談協力店・協力店、家賃債務

保証業者が連携できるようマッチングを行い、入居前支援から退去後支援まで

切れ目のない支援ができるよう働きかけを行う

例）居住支援法人、相談協力店・協力店、市町村の研修会や情報交換会の
開催などにより、それぞれの取組みを周知 等

＜論点２＞

居住支援法人に対する支援に

ついて

（国の支援に対するもの）

・居住支援法人が使いやすい補助金制度になるよう国に働きかけを行う

・居住支援法人に居住支援協議会の設立を促し、居住支援協議会への補助金の

活用を図る

（府の支援に対するもの）

・府営住宅の活用等について様々な機会を通して情報発信を行い、居住支援

法人の活動を支援する

＜論点３＞

社会福祉法に基づく重層的

支援体制整備等事業との連携

・市町村福祉窓口と居住支援法人や協力店等の連携強化を推進する

・重層的支援体制整備事業・移行準備事業を実施した自治体へ居住支援

協議会の設立を働きかける

26



○大阪府住宅まちづくり審議会第２回居住安定確保計画推進部会の方針（案）

論点 府の方針（案）

＜論点４＞

居住支援体制の充実度を示す

指標・目標の設定について

・国の動きを踏まえ、府でもセーフティネット住宅の登録戸数は把握すべき指標として

観測を行う

・住宅確保要配慮者の支援状況について、直接把握できるよう新たな目標設定を

行う

・協力店アンケートにより住宅確保要配慮者の支援数は把握できているものの、

居住支援法人による支援数を把握できる状態には至っていない。このため、

国と連携しながら、令和３年度から支援数が把握できる仕組みを構築する。

＜目標①＞住宅確保要配慮者の入居契約件数 年間17,000件

＜目標②＞居住支援協議会を設立した市区町村の人口カバー率：50％

※目標①及び②ともに、令和12年度目標。

＜論点５＞

ひとり親世帯向けシェアハウス

基準について

27

下線部面積の考え方 ※1 15㎡－( 9㎡－7.5㎡ )＝13.5㎡
※2 22㎡－( 12㎡－10㎡ )＝20㎡
※3 24㎡－( 12㎡－10㎡ )＝22㎡
※4 10㎡ー( 12㎡ー10㎡ )＝8㎡


